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事務総局会議（第15回）議事録

日時 令和元年6月4日 （火）午前IfO時00分 ～ 午前10時30分

場所 総局会議室

出席

者

今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，澤村家庭局第一課長，徳岡秘書課長兼

広報課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官，横山総務局第
二課長

議事 1 令和元年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

2民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せの開催について

門田民事局長説明（資料第2）

S管財人等協議会の開催について

門田民事局長説明（資料第3）

結果
0

◎了承1 ' 2 y 3

秘書課長 徳岡



事務総局会議資料葦I
（ 6月写日關催）

令和元年度外国出張計画

題

最高裁判所判事国際会議出席等

(1)香港

(2)英国フランス

(3) (1)の随行

(4) (2)の随行

1 合計5人

最高裁長官1人

最高裁判事1人

裁判官1人, ･一般職1人

裁判官1人

2国際会議 合計6人

（1） 国際司法研修協会(IOJT)第9回大会（南アフリカ共和国，約10日

間） 【司法研修所】 裁判官1人

（2）連邦巡回区法曹協会主催のグローバル・シリーズ（米国，約5日間）

【行政局】 裁判官1人

（3） 大韓民国特許法院主催の国際知的財産裁判所会議（大韓民国約5日間）

【行政局】 裁判官2人

（4）世界知的所有権機関(WIPO)主催の知財事件担当判事フォーラム

（スイス連邦，約5日間） 【行政局】 裁判官1人

（5） 国際家族法学会(IsFL)主催の児童の権利及び利益に関する国際会議

（イスラエル国，約5日間） 【家庭局】 裁判官1人
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事務総局会議資料零ユ
（ 6月午日開催）

（令和元． 6． 4民三印）

民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せ開催要領

主催 最高裁判所

期日 令和元年11月28日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項（1） 民事執行事件震係

ア不動産執行事件の審理期間の短縮化の方策

イ国内の子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行の

実務の運用の在り方

ウ改正法及び改正規則を前提とした実務上の留意点等

（2）倒産事件関係

ア破産事件処理における事務の合理化に向けた方策

イ再生事件処理における事務の合理化に向けた方策

出席者 （1） 東京，横浜，さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島

福岡，仙台，札幌及び高松の各地方裁判所において，民事執行事件及

び倒産事件を担当する本庁の裁判官1人（民事執行事件と倒産事件を

担当している部が異なる場合には,， 2人とすることもできる。 ）

（2） (1)の各地方裁判所の民事首席書記官又は民事次席書記官のいずれか

1人

（3） (1)の各地方裁判所の総括執行官1人（ただし， 4の(1)のみ）

日程
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10:00～ 12:00 12:00～13:00 13:00～ 17:00 協議終了後

11月28日 （木）

民事局長

あいさつ

協 議

(倒産事件関係）

食
憩

昼
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体

協 議

(民事執行事件

関係）

懇談会



需霄髭議料琵3

(令和元年． 6． 4民三印）

管財人等協議会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 令和元年9月から令和2年3月までの間の1日

場所 各地方裁判所

協議事項倒産事件の管財事務等の処理に関し考慮すべき事項

協議員 破産事件の破産管財人，民事再生事件の監督委員，管財人及び個人

再生委員並びに会社更生事件の管財入等の各候補者

各地方裁判所の定める人数

参列員 各地方裁判所の倒産事件担当の裁判官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数
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事務総局会議（第16回）議事録

日時 令和元年6月11日 （火）午前10時00分 ～ 午前11時00分

場所 総局会議室

出席

者

今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長， 門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，澤村家庭局第一課長，徳岡秘書課長兼

広報課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1 裁判の迅速化に係る検証結果の第8回公表について

石井審議官説明（資料第1）

2裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁

判所に申出がなされた不服の処理状況について

村田総務局長説明（資料第2）
９
６

3 調停委員協議会の開催について

門田民事局長及び澤村家庭局第一課長説明（資料第3）

4調停運営協議会の開催について

門田民事局長及び澤村家庭局第一課長説明（資料第4）

5 知的財産権訴訟研究会の開催について

門田行政局長説明（資料第5）

6 民事規則制定諮問委員会に対する特許法による査証の手続等に関す

る規則の制定の諮問について

門田行政局長説明（資料第6）

Q a

結果
◎裁判官会議付議 1

◎了承 2 , 3 】
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秘書課長 徳 岡
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事務総局会議資料算｜
（ ら月I ノ曰開催）

(令和元． 6． 11 審議官室）

裁判の迅速化に係る検証結果の第8回公表について

(配布資料目録）

【資料1】 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（概要）

（
【資料2】 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会委員名簿
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事務総局会議資料篦1
（ 6月 I I日開催）

事務総局会議配布資料

(令和1． 6． 11総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

1 不服の総処理件数

120件

2長官決裁による処理

0件

3 局長等による専決処理状況

(1) 処理件数 120件

(2) 処理結果

監督権不行使 120件

（3） 概要：別添のとおり

（局課別内訳）

総務局2件，民事局38件，刑事局26件，行政局38件，家庭局16件

（態様内訳）

裁判事務関係 91件， 司法行政事務関係 29件

（4） 特徴的態様

態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約76パーセントを占め

る。また申出人の類型としては，判断，判決への不服，訴訟進行，職員の対応

への不服等事件当事者からのものが約93パーセントを占める。

（
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等

処理結果担当局課
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処理結果対象事務担当局課
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キ日当局課 対象事務 処理日 処理結果 備考不服の内容

対象職員は執行官1名
局長等専決 監督権不行使H30.7.13その他当事者 裁判事務民事局15

対象職員は裁判官2名
局長等専決 監督権不行使H30.7.13その他当事者 司法行政事務民事局16

対象職員は書記官1名
局長等専決 監督権不行使H30.7.13その他当事者 裁判事務民事局17

局長等専決 監督権不行使H30.8.24書記官司法行政事務当事者民事局18

局長等専決 監督権不行使H30.8.24裁判官裁判事務当事者民事局19

局長等専決監督権不行使H30.8.24裁判官裁判事務当事者民事局20

局長等専決 監督権不行使H30.8.29書記官司法行政率務当事者民事局21

3



対象事務＃日当局課 不服の内容 処理結果 備考

局長等専決 監督権不行使書記官当事者 H30.9.28裁判事務民事局22

局長等専決 監督権不行使 対象職員は執行官その他 H30.10.25当事者 裁判事務民事局23

局長等専決 監督権不行使H30.10.26書記官当事者 裁判事務民事局24

局長等専決 監督権不行使書記官 H30．10．26当事者 裁判事務民事局25

局長等専決監督権不行使H30．11．27書記官司法行政事務当事者民事局26

局長等専決監督権不行使H30.12.4書記官司法行政事務当事者民事局27

局長等専決 監督権不行使書記官 H30.12.13司法行政事務当事者民事局28

4
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処理結果担当局課 対象事務
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処理結果対象事務担当局課
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対象事務担当局課 不服の内容 処理結果 備考

局長等専決 監督権不行使裁判官当事者 裁判事務 H30.4.25刑事局43

局長等専決 監督権不行使事務官当事者 H30.5.7司法行政事務刑事局44

局長等専決 監督権不行使裁判官 H30.5.23当事者 裁判事務刑事局45

局長等専決監督権不行使H30.6.11裁判官当事者 裁判事務刑事局46

局長等専決 監督権不行使 対象職員は検審職員その他 H30.8.10司法行政事務その他刑事局47

局長等専決 監督権不行使H30.8.29裁判官当事者 裁判事務刑事局48

局長等専決 監督権不行使裁判官 H30.9.5当事者 裁判事務刑事局49
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対象事務担当局課 不服の内容 処理結果 備考

監督権不行使局長等専決H30.10.10書記官当事者 裁判事務刑事局50

対象職員は検審職員
局長等専決監督権不行使H30.10.19その他その他 司法行政事務刑事局51

対象職員は検審職員
局長等専決監督権不行使H30．10．19その他司法行政事務その他刑事局52

局長等専決監督権不行使H30.10.26裁判官当事者 裁判事務刑事局53

局長等専決 監督権不行使H30.11.14裁判官当事者 裁判事務刑事局54

局長等専決 監督権不行使H30.12.7裁半ll官当事者 裁判事務刑事局55

局長等専決 監督権不行使H30.12.19裁判官当事者 裁判事務刑事局56
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対象事務担当局課
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担当局課 対象事務 処理結果
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処理結果担当局課 対象事務
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処理結果担当局課 対象事務
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処理結果対象事務担当局課
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処理結果担当局課
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対象事務担当局課
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対象事務担当局課 処理結果
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対象事務担当局課 備考処理日 処理類型 処理結果不服の内容対象職員

H30.10.30裁判官113

H30.11.5114

H30.12.10
115

H30.12.27
116

H31．1．7
117

H31.1.22
118

H31.2.20119
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 H31.3.7 局長等専決 監督権不行使一



事務総局会議資料茸3
（ 6月 （ （日開催）

(令和元． 6． 1 1民二印）

調停委員協議会の開催について

主催 最高裁判所

期日 令和元年10月24日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項 (1) 民事

充実した調停運営を実現するための調停委員の技能向上のため

の課題と方策

（2） 家事

事情聴取の在り方及びその実施に当たって調停委員が果たすべ

き役割～面会交流調停事件を題材として～

協議員 (1) 各高等裁判所本庁の所在地にあっては，各地方裁判所又は管内

の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判所の家事調停委員1

人ずつ

（2） (1)以外の地にあっては，各地方裁判所若しくは管内の簡易裁判

所の民事調停委員又は各家庭裁判所の家事調停委員いずれか1人

合計 58人
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熟事務総局会議資料
（ ら月(I 日開催）

(令和元． 6． 11家二印）

調停運営協議会の開催について

主催 各高等裁判所

期日 令和元年10月から11月までの問の1日

場所 各高等裁判所所在地

協議事項民事調停及び家事調停の運営に関し考盧すべき事項

協議員 各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判

所の家事調停委員 若干人

参列員 (1) 各高等裁判所の事務局長又は事務局次長， 開催地にある地方裁判

所及び家庭裁判所の長並びに開催地にある地方裁判所，家庭裁判所

及び簡易裁判所の調停担当裁判官各1人

なお，各庁の実情に応じて，家庭裁判所調査官を参列させること

１
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6

も差し支えない。

(2) 日本調停協会連合会の理事長， 畠'|理事長（当該高等裁判所管内か

ら選任された者）及び事務局長



事務総局会議資料茅5
（ 6月〃日開催）

知的財産権訴訟研究会開催要領

主 催

期 日

場 所

研究事項

出席者

知的財産高等裁判所 ．

令和元年11月20日 （水）の午後（半日）

知的財産高等裁判所

知的財産権訴訟について考盧すべき実務上の諸問題

知的財産高等裁判所の各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1人並

びに大阪高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的

財産権関係事件を担当する各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1

人（知的財産高等裁判所は8人，大阪高等裁判所は2人，東京地

方裁判所は8人，大阪地方裁判所は4人） 合計 22人
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事務総局会議資料津6
（ 6月I/日開催）

(令和元年． 6． 11行一印）

民事規則制定諮問委員会に対する特許法による査証の手続等に関する規則の制定

の諮問について

＜配布資料目録＞

民事規則制定諮問委員会諮問事項（案）
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配布資料

(令和元年． 6． 11行一印）

民事規則制定諮問委員会諮問事項（案）

特許法等の一部を改正する法律の制定に伴う特許法による査証の手続等に関する

規則の制定について

、
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事務総局会議（第17回）議事録

日時 令和元年6月25日 （火）午前10時00分 ～ 午後零時02分

場所 総局会議室

出席

者

今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

議事 1事務総局等が発出した通達等について

徳岡秘書課長説明

2裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に

基づく事務の実施状況について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

3民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則について

門田民事局長説明（資料第2）

4検察審査会事務局長研究会の開催について

安東刑事局長説明（資料第S)

5令和元年度簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第4）

6労働審判員研究会の開催について

門田行政局長説明（資料第5）

7家事事件手続規則の一部を改正する規則について

手嶋家庭局長説明（資料第6）

ﾛ

結果
◎裁判官会議付議1

◎了承4 ， 5 ン 6

， Z フ 3 ． 7

秘書課長 徳 岡



【配布資料】

事務総局会議資料津！
（ 6周お国開催）

裁判所の保有する司法行政文書の開示に閏する事務

の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

（期間：平成SO年4月マ曰から平成31年3月S1日まで）

(1) 司法行政文書開示

申出件数最高裁S49件下級裁geO件

終局件数最高裁フ4フ件下級裁502｡件

全部又は一部開示の判断最高裁517件下級裁2ge件

全部不開示の判断 最高裁202件下級裁19S件

取下げ 最高裁28件下級裁 8件

（2） 保有個人情報開示

申出件数最高裁16件 下級裁61件

終局件数最高裁20件 下級裁SS件

全部又は一部開示の判断最高裁1 1件 下級裁31件

全部不開示の判断 最高裁9件 下級裁21件

取下げ 下級裁s件

～

一
．
ゞ
一 2苦情申出に関する事務の実施状況について

〈期間：平成SO年4月1日から平成s1年3月S1日まで）

（1） 苦情申出件数 1s2件（原判断庁最高裁124件，下級裁s

個2件含む） ）

（2） 情報公開。個人情報保護審査委員会に諮問した件数 139件

(3) 答申件数 1 YS件

8件（保有



(令和元｡ 6. 25民二印）

亭瀞霊講料芽ユ
配布 目録

民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則案

＜資料目録＞

1 民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則案

2 同制定理由

3 同新旧対照表＆

〆
・
・
〃
》



資料 2

を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

最
近
に
お
け
る
経
済
事
情
の
変
動
に
鑑
み
、
証
人
等
の
日
当
の
最
高
額
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則

理
由

、
心
Ⅱ
″
〃
〃

庁

１
＄
、
今
与
ノ

ワ

塁



資料3

第
一
条
関
係
Ｉ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）
（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、
第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か
尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い

１

１

１

１

て

は

一

日

当

た

り

八

千

五

十

円

以

内

、

鑑

定

人

、

通

訳

人

｜

て

は

一

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

）

Ｉ

日
当
た
り
八
千
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
及
び

）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

同一

諺



た
り
七
千
六
百
五
十
円
以
内
と
す
る
。

十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は
一
日
当

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三

は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛
争
処
理

及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
，
又

）

同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛
争
処
理
法
（

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三
十
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り

口
七
千
六
百
円
以
内
と
す
る
。

）

芯



1■■■

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）
（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い
第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い

’

て
は
一
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
て
は
一
日
当
た
り
八
千
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は

又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
七
千
六
百
五
十
円
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
七
千
六
百
円
以
内
と
す

以
内
と
す
る
。
る
。

第
二
条
関
係
Ｉ
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

新

屯
も
。
〃
β

、
、

I
●

ﾅ
ケ

旧
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第
三
条
（
略
）
第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
七
千
六
百
五
十
円
以
内
に
２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
七
千
六
百
円
以
内
に
お
い

お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
三
条
関
係
Ｉ
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）

新

う
ゞ

〉

旧

S



第
七
条

第
四
条
関
係
ｌ
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）

2

お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

日
当
の
額
は

へ

略
…

、

一

日
当
た
り
一
万
三
百
五
十
円
以
内
に

新

）

第
七
条

2

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

日
当
の
額
は

へ

略
…

＞ 、
一

１
１
１
■
口
●
ｌ
・

日
当
た
り
一
万
三
百
円
以
内
に
お
い

旧

S



第
五
条
関
係
Ｉ
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）

４

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
一
万
三
百
五
十
円
以
内
に

弟
六
条
（
略
）

お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
． 新

』
、
Ｋ
９
ｊ
〃
ぬ

第
六
条
（
略
）

口

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
一
万
三
百
円
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

）

旧

1⑧



（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）
（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
七
条
（
略
）
第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
六
千
六
十
円
以
内
に
お
い
２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
六
千
五
十
円
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
・

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
六
条
関
係
ｌ
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

新

）

〉

旧

1丘



（
立
会
人
の
日
当
等
）

（
立
会
人
の
日
当
等
）

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号

）
は
、
五
千
四
百
円
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
）
は
、
五
千
三
百
九
十
円
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に

額
を
定
め
て
支
給
す
る
．

よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）
２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
七
千
六
百
五
十
円
以
第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
七
千
六
百
円
以
内
と

内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
む
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

第
七
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

◎

新

）

＞

旧

1亀
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第
八
条
関
係
ｌ
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

（
裁
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）
（
裁
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）

第
七
条
（
略
）
第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
裁
耗
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は
２
日
当
の
額
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
一
万
五
十
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
選
一
日
当
た
り
一
万
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
選
任
手

任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
選
任
予
定
裁
判
員
及
び
裁
判
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
選
任
予
定
裁
判
員
及
び
裁
判
員
候

員
候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
に

補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
円
以
内
に
お
い
て
、

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。

新

）

欝
易

1日

ﾕ釜



事務総局会議資料穿3
（ 6月z亨臼開催）

(令和元． 6． 25刑一印）

検察審査会事務局長研究会の開催について

主催 次による共催

(1) 東京，札幌各高等裁判所

(2) 大阪，福岡，高松各高等裁判所

(3) 名古屋，広島，仙台各高等裁判所

1

令和元年10月1日から10月31日までの間の1日期日

開催場所

２
３ 1の(1)については，東京高等裁判所

1の(2)については，大阪高等裁判所

1の(3)については，名古屋高等裁判所

(1)事件の審査や審査会議運営のための補助事務に関し考慮すべ

き事項

（2） 検察審査会行政事務に関し考慮すべき事項

地方裁判所本庁所在地にある検察審査会（ただし，東京，横浜，

さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島及び福岡にあっ

ては第一検察審査会）の検察審査会事務局長とする。

開催場所の所在地にある第一検察審査会の検察審査会事務局長

． （なお，他の高裁所在地にある検察審査会の検察審査会事務局長と

適宜分担して行うことは差し支えない。 ）

研究事項4

研究員5

司会者6

〆

イ

ー



事務総局会議資料簗午
（ 6月ガ臼開催）

(令和元． 6． 25刑二印）

簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について

期 日令和元年11月から12月中の半日

開催形態次の各高等裁判所ブロックによる連合開催

①東京・札幌②大阪・高松，③名古屋・仙台，④福岡・広島

開催場所①東京，②大阪，③名古屋，④福岡の各高等裁判所

協議事項（1）勾留・保釈の運用に関し考慮すべき事項

１
２

３
４

(2)適正な令状事務の確保のために考慮すべき事項

(3)刑事公判事件の処理に関し考慮すべき事項

会開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官） 1人

員次の(1)ないし(3)の刑事事件担当の簡易裁判所判事

なお， これらの協議員に加え，各庁の実情に応じて，若干名の

協議員を選定して差し支えない。

（1）東京，大阪，名古屋，福岡の各地裁管内 5人（うち少な

くとも3人は，原則として本庁併置簡裁の裁判官とする。

（2） 横浜， さいたま，千葉，神戸，札幌の各地裁管内 3人

（うち少なくとも2人は，原則として本庁併置簡裁の裁判官

とする。

（3） 上記以外の各地裁管内 2人（うち少なくとも1人は，原

則として本庁併置簡裁の裁判官とする。 ）

ただし，簡易裁判所判事の人数が10人未満の地裁管内

については， 2人の出席が困難である場合は, 1人も可と

する。

一開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官又はそれ

に準ずる裁判官） 1人

､，

司
協

５
６ 議

"

オブザーバー7



事務総局会議資料奮冨
（ 6月Z5日開催）

(令和元． 6． 25行一印）

労働審判員研究会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 原則として令和元年9月から同年12月までの間で各地方裁判

1

2

所の定める日

場所 各地方裁判所

研究事項労働審判事件の処理に必要な専門的知識の習得

３
４
５ 出席者 各地方裁判所に所属する労働審判員

〆戸一

唾



雲瀞韓譜料掌‘
(令和元． 6． 25家二印）

ダ

配布資料目録

家事事件手続規則の一部を改正する規則案

家事事件手続規則の一部を改正する規則の制定理由について

１
２
３ 家事事件手続規則の一部を部を改正する規則 新旧対照条文

、

冷〆ー

』

一



遺
留
分
の
算
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て
の
許
可
の
審
判
の
申
立
書
の
添
付
書
類
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
・
る
。

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

理
由

、

〆ー



家
事
事
件
手
続
規
則
（
悪
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

（
遺
留
分
の
算
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て
の
許
可
の
審
判
（
遺
留
分
の
算
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て
の
許
可
の
審
判

の
申
立
書
の
添
付
書
類
・
法
第
二
百
四
十
三
条
）
の
申
立
書
の
添
付
書
類
・
法
第
二
百
四
十
三
条
）

弟
百
二
十
三
条
遺
留
分
の
算
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て
の
第
百
二
十
三
条
遺
留
分
の
算
定
に
係
る
合
意
に
つ
い
て
の

一’ に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

１
０
１
１
０
１
１
１
１
１
１
ｄ
０
ｄ
ｄ
０
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

許
可
の
審
判
の
申
立
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

澄
些
呂
広
函
劃
鰡
勿
匡
肘
潅

新

す
る
経
済
産
業
大
臣
の
作
成
し
た
書
面
（
当
該
確
認
に
係

三
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
こ
と
を
証
明

許
可
の
審
判
の
申
立
書
に
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営

の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

′

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

－1－



二’
〃
も
の
に
限
る
。
）

’ I’ ’I I
項
の
規
定
に
よ
る
合
意
〉
に
つ
い
て
の
申
立
て
に
係
る

、
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
又
は
第
六
条
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
意
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

＆

も
の
で
あ
る
場
合
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
し

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す

、

］
弓
）
鐺
不
和
出
桑
木
隼

る
合
意
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

r〆

－2－



摩

|I
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

の

牢

立
て
に

係
る
も

の
で
あ
る
場
合

、

同
法
第
七
条
第

－3－


